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①将来見込まれる修繕工事および
改修工事の内容、おおよその時
期、概算の費用等を明確にする 

②計画修繕工事の実施のために積
み立てる修繕積立金の額の根拠
を明確にする 

③修繕工事および改修工事に関す
る長期計画について、あらかじ
め合意しておくことで、計画修
繕工事の円滑な実施を図る 

計画期間、既存 
は 25 年以上 5 年ごと見直し求める 

国
交
省 

策 

定 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
コ
メ
ン
ト
も 

国
土
交
通
省
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室
は
六
月
十
七
日
、
長
期
修
繕
計
画(

長
計)

の
標
準
様
式
、

作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
コ
メ
ン
ト
を
策
定･

発
表
し
た
。
長
計
様
式
の
標
準

化
は
初
め
て
。
標
準
管
理
規
約
、
標
準
管
理
委
託
契
約
書
に
続
き
、
国
は
長
計
で
も
標
準
様

式
普
及
を
図
り
た
い
考
え
だ
が
、
独
自
の
様
式
で
長
計
を
作
成
し
て
き
た
管
理
会
社
は
多

く
、
普
及
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
。 

標
準
化
さ
れ
た
様
式
は
全

部
で
九
種
類
。
①
建
物･
設
備

の
概
要
等
②
調
査･

診
断
の
概

要
③
用
語
の
定
義･

解
説
④
推

定
修
繕
工
事
項
目
別
の
計
画

表
⑤
修
繕
積
立
金
設
定
書
な

ど
。
あ
ら
か
じ
め
部
位
別
の
工

事
項
目
を
設
定
し
て
あ
り
、
修

繕
周
期
や
数
量
、
金
額
な
ど
を

書
き
込
む
。 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
各
種
様

式
の
作
成
方
法
を
示
し
た
も

の
で
、
具
体
的
に
は
コ
メ
ン
ト

で
約
八
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り

解
説
。
計
画
期
間
は
新
築
三
十

年
以
上
、
既
存
二
十
五
年
以
上

と
し
、
五
年
ご
と
の
見
直
し
を

求
め
て
い
る
。
十
二
年
を
修
繕

周
期
と
し
た
七
十
戸
の
記
載

例
も
あ
る
。 

管
理
組
合
に
対
し
て
は
管

理
会
社
や
設
計
事
務
所
に
長

計
見
直
し
業
務
を
依
頼
す
る

際
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用
を

要
望
。
業
者
等
の
関
係
団
体
に

は
六
月
十
七
日
付
で
、
住
宅
局

長
等
か
ら(

社)

高
層
住
宅
管

理
業
協
会
、(

社)

不
動
産
協
会

等
に
、
標
準
管
理
規
約
公
表
時

同
様
、
「
参
考
と
し
て
活
用
さ

れ
る
よ
う
」
と
周
知
徹
底
の
要

望
を
通
知
し
た
。 

東
潔
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室

長
は
「
長
計
の
作
成
者
で
あ
る

管
理
会
社
や
設
計
事
務
所
、
管

理
組
合
等
は
今
後
標
準
様
式

に
合
わ
せ
て
作
成
し
て
い
た

だ
く
と
あ
り
が
た
い
」
と
話
し

て
い
る
。 

 

◇ 
 

標
準
管
理
規
約
と
標
準
管

理
委
託
契
約
書
は
昭
和
五
十

七
年
の
住
宅
宅
地
審
議
会
の

答
申
や
改
訂
を
経
て
現
在
に

至
る
。
長
計
様
式
の
標
準
化
は

今
回
が
初
め
て
で
、
平
成
十
九

年
度
の
「
第
三
者
が
長
期
修
繕

計
画
の
作
成
の
支
援
等
を
行

う
仕
組
み
づ
く
り
に
関
す
る

調
査
検
討
業
務
」
と
し
て
、
契

約
金
額
約
六
百
万
円
で
住
宅

局
か
ら(

財)

マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
セ
ン
タ
ー
が
受
注
。
セ
ン
タ

ー
は
平
成
十
九
年
九
月
、
専
門

家
で
構
成
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ(

Ｗ
Ｇ
を
設
け
、
委

員
会
二
回
、
Ｗ
Ｇ
三
回
の
開
催

を
経
て
作
成
し
た)

。 

長
計
は
修
繕
積
立
金
の
根

長期修繕計画作成の 

基本的な考え方 

 マンションの住環境や資産価値
を良好に維持するためには、建物･
設備の経年劣化に対応した適時適
切な修繕工事と、区分所有者の要
望等必要に応じた耐震性や耐熱性
等を向上させる改修工事の実施が
望まれる。 

そのためには長期修繕計画を作
成し、それを踏まえた修繕工事の
実施や修繕積立金の額の設定・積
み立てが不可欠。作成上、明確に
しておくべきポイントとして①マ
ンションの形状、仕様などに応じ
た内容、②経済性(順序、集約化な
ど)立地条件、劣化状況などを考慮
したおおよその工事時期、③概算
費用などが挙げられる。また、区
分所有者が負担する修繕積立金の
額の根拠としても、修繕工事と改
修工事の内容等を明示しておくこ
とが必要。長期修繕計画作成によ
って、区分所有者が事前に、どの
ような工事を、いつごろ、どの程
度の費用を掛けて行うのか、その
ためにはどれくらいの資金が必要
か、などについて理解し、その内
容を合意しておくことで、計画修
繕工事を実施する際の合意形成が
円滑になると考えられる。 

建築基準法においても、マンシ
ョンなどの建築物の所有者または
管理者は、敷地や建物･設備を常に
関係法令に適合する状態に維持す
るように努め、必要に応じ維持保
全(点検や修繕など)に関する準則
(複数の計画相互の整合性を図る
もの)または計画を作成し、その他
適切な措置を講ずることを求めて
いる。 

「長
計
」に
標
準
様
式 

拠
と
さ
れ
る
が
、
建
物
の
各
部

位
の
性
能
や
設
備
の
機
能
は

物
件
に
よ
っ
て
異
な
る
。 

物
価
上
昇
率
予
測
の
難
し

さ
に
加
え
、
改
修
工
事
実
施
時

期
は
劣
化
状
況
を
現
場
で
確

認
し
、
各
種
工
事
の
仕
様
の
レ

ベ
ル
は
管
理
組
合
が
合
意
に

基
づ
き
決
定
す
る
た
め
、
長
計

は
本
質
的
に
目
安
で
し
か
な

い
。 必

然
的
に
長
計
で
標
準
化

で
き
る
の
は
書
式
、
様
式
と
な

る
が
、
管
理
会
社
の
中
に
は
三

十
年
以
上
前
か
ら
長
計
の
作

成
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
た

り
、
多
く
の
管
理
会
社
は
独
自

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
重
ね
作
成
し

て
い
る
。
都
内
の
大
手
管
理
会

社
は
「
標
準
様
式
に
合
わ
せ
ら

れ
る
も
の
は
合
わ
せ
て
い
こ

う
と
思
う
が
、
作
成
ソ
フ
ト
の

変
更
は
急
に
は
で
き
な
い
」
と

し
て
い
る
。 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞

二
〇
〇
八
年
六
月
二
五
日
号

掲
載
） 

長期修繕計画作成および 
修繕積立金の額の設定目的 
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本
調
査
時(

２
０
０
８
年
１
～
６
月)

新
規
供
給
マ
ン
シ
ョ
ン
の
平
均
モ
デ
ル 

マンション管理新聞特報 2008 年上半期集計結果発表！ 

管理費等初期設定調査 全国総合データ 
 マンション管理新聞社が実施する、「管理費等初期設定調査」の調査結果を報告します。２００８年上半期（１
月～６月）に全国で新規に分譲された民間マンションの中から７７７件。２万１,５０６戸を対象に調査を実施。
不動産経済研究所の発表によると、２００８年１月から６月までの供給類型は首都圏が２万１,５４７戸、近畿圏
が１万１,８５７戸。首都圏は前年同期に比べ６,７３７戸減少、近畿圏は同３,２３９戸の減少だった。本調査は
２００８年上半期に全国で分譲･販売された民間マンション７７７件を対象に、七地区に分けて実施した。全国平
均個数は１１１.０戸で、前回調査(２００７下半期)比で１０.２戸の増加。今回は平均モデルケース（下記）を
掲載。（マンション管理新聞２００８年７月２５日掲載） 

マンション何でもＱ＆Ａ 
Ｑ：外壁塗装工事を実施したいと思います。総会での決議は特別決
議として扱うべきでしょうか。 

 
Ａ：いわゆる大規模修繕は、工事費用が何億円という高額になるこ
とから、特別決議でなければならないと考えがちです。実際にも特
別決議をとっている管理組合が多いようです。平成１４年の区分所
有法の改正により、共用部分の変更は「形状又は効用の著しい変更」
の場合は４分の３の特別決議、それ以外は過半数決議と規定されま
した。一般的に実施される大規模修繕は金額が多額になることはあ
ります。 

しかし主要な工事を冷静に見ると、塗装では外壁の形状又は効用
を著しく変えることにはなりませんし、屋根防水も鉄部塗装も同様
です。したがって、大規模修繕工事は、規約に特別の定めがない限
り、普通決議でよいものと考えます。前述の区分所有法改正で共用
部分等の変更に関しての定義がより明確になり、従来の普通決議に
関して「改良を目的とし且つ多額の費用を要しないもの」から「形
状又は効用の著しい変更を伴わないもの」と改正されました。 

なお、区分所有法第１７条但し書きは、共用部分の変更について
も、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることを認めていま
す。 

左にありますように、法律は、どんど

ん変わっています。つまりは、分譲マン

ションという区分所有という形態が、未

だに安定した形では、この日本では捉え

られていないと言うことなのです。 
法律が、安定ぜすに変化しているとい

うことは、現場での管理は、その法律変

化に対応して、変化していかなければな

らないのは勿論、未だいろんな矛盾点を

はらんでいることを覚悟して、現場で発

生する事案に対応していかなければなら

ないことを、予見しておく覚悟が必要で

す。 

編集後記 

駐輪場充足率 
首都圏 
１７７.７％ 

近畿圏 
１９２.７％ 

駐車場 
９２.３台 

充足率 
８２.２％ 

使用料 
１３,５８５円 

専用庭３０㎡ 

の月額使用料 

７５９円 

インターネット 

専用回線 

４８.４％ 

月額１,６８３円 

ペット飼育可 

４２.９％ 

平均戸数 
１１１.０戸 

管理員 
通勤 
７３.１％ 

７０㎡の住戸の購入を想定すると・・・ 
 
分 譲 価 格        ４,３０５万円   
管  理  費     １２,０４０円／月 
修繕積立金       ５,１１０円／月 
修 繕 基 金     ３１万２５５０円 
 


